（第１号様式の２）

藤沢市教育委員会後援名義使用許可申請に当たっての確認事項

　主催者について
　☐　主催者は、政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第３条第１項に規定する
政治団体、又は宗教法人法（昭和26年法律第126号）第２条に規定する宗教団体
のいずれにも該当しません。


　事業について
　☐　事業実施に当たり、藤沢市教育委員会の費用負担はありません。

　☐　特定の会員や特定の狭い地域を対象としたものではありません。

☐　会員の勧誘を目的としたものではありません。
　　　（事業内で勧誘行為は行いません）

　☐　営利を目的としたものではありません。

　☐　宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする
ものではありません。

　☐　政治上の主義を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とする
ものではありません。

　☐　特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第3条に規定する公職をい
う。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職に
ある者若しくは政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的と
するものではありません。

　☐　集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるもので
はありません。


以上、チェックした内容に相違ありません。



